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様式第3号 

会  議  録 

会 議 名 

（付属機関等名） 

 

平成２４年度第４回 川西市補助金等審議会 

事 務 局 （担当課） 
総合政策部 政策推進室 行財政改革課  

（内線：２１１２） 

開 催 日 時 
 

平成２５年２月２０日（水） １８：００～１９：５０ 

開 催 場 所 
 

川西市役所４階 庁議室 

 

出 

 

席 

 

者 

 

委 員 

岡本 清       佐々木 保幸     中川 幾郎 

和田 聡子      加門 文男      簗瀬 繁子 

そ の 他 地域分権推進課長 

 

事 務 局 

総合政策部長、政策推進室長、行財政改革課長、行財政改革課長

補佐、行財政改革課主任 

 

傍聴の可否 
 

可 
傍聴者数 

 

１人 

傍聴不可・一部不可の

場合は、その理由 

 

 

 

会 議 次 第 

１． これからの補助金のあり方 

●公募型補助金の検討 

２．その他 

 

会 議 結 果 

１． これからの補助金のあり方 

●公募型補助金の検討 

公募型補助金の検討について、事務局より説明を行い、各委員

より質問を受けるとともに、各委員による議論を行った。 

また、次回の答申に向けて、事務局において、今までの議論を基

に答申（案）のたたき台を作成し、各委員へ配布し、その意見を次回

審議会までに事務局で集約し、答申とすることとなった。 

２． その他 

日程調整を行い、次回開催日時を３月２６日（火）１８時からとし

た。 
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 それでは、定刻になりましたので、ただいまから平成24年度第４回川西市補助金等審

議会を始めさせていただきます。 

 今日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 この審議会は、川西市補助金等審議会規則第３条によりますと、委員13人以内で組織

するとなっておりますが、現在の総委員数は６人で組織されております。なお、今日は、

委員の皆様がご出席でございますので、当審議会規則第６条第２項にございます審議会

は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができないという定足数は十分満

たしております。したがいまして、当審議会は有効に成立しているということをまずご

報告申しあげます。 

それでは、早速会議次第に入ってまいります。事務局さんから、本日の資料などにつ

いてのご確認をしていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 

【配布資料の確認】 

【審議会公開の再確認】 

 

 それでは、議事を進めてまいります。 

 前の審議会では、統合型補助金の検討をしていただき、皆様にご議論いただいたとこ

ろです。 

今日は、もう一つのテーマがございまして、参画と協働のまちづくりにおける公募型

補助金、公募型補助金の検討についてご議論いただきたいということでございます。 

まず、資料１をご覧いただきたいのですが、この議論を始めるに当たりまして、ちょ

っとだけ言葉を差し挟む僭越をお許しください。 

以前に私も携わって議論した末に作成いたしました、参画と協働のまちづくり推進の

イメージという図がお手元にございます。これは、第５次総合計画の基本構想にも乗せ

ていただいているんですけれども、今回、事務局さんのほうから、この図に基づいてガ

イダンスをちょっとしてほしいという旨のご意向を受けました。それで、この図の説明

を少しだけ私からさせていただいて、皆様にご議論いただければと思っております。そ

の図を見ていただければ、議論のイメージも掴めるのではないかということです。その

後、公募型補助金を検討するに際しては、地域分権制度との関係が深く関わってまいり

ます。ですので、地域分権制度についての一定の理解を深める必要があるかと存じます。

この点につきましては、事務局さんからご説明を行っていただき、その上で公募型補助

金の説明を踏まえて、この点につきましては、事務局さんのほうから地域分権制度につ

いてのご説明を行っていただいて、その上で公募型補助金をご理解いただいた上での議

論を進めていきたいと思います。 

 なお、今回は前回事務局さんからもご説明いただきましたように、具体的な議論は今

日で一旦終結して、次回は答申という運びになりますので、委員の皆様方はその点を踏

まえていただきまして、忌憚のないご意見をお願いしたいと存じます。 
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【資料１ 参画と協働のまちづくり推進イメージ】 

に基づき説明。 

 

【資料２ 地域分権制度の論点】 

に基づき説明。 

 

はい、ありがとうございました。 

それでは今の説明、つまり地域分権制度にちょっと絞りたいと思うんですが、これに

つきまして、何かご質問等ございませんか。これはよくご存じの委員さんもいらっしゃ

ると思うんですけど、何かございますか。ご質問。 

 

質問と言うて、まだ進めている中なんで、まだ具体的には描けてないんで、まだちょ

っと時間はかかると思うんですけど、ただ進めていく中でのコンセンサスがなかなか取

れないのが事実ですね。地域としてはやっぱりちょっと難しいところなんですけど。 

 

今のところ14地区ですよね。14地区をベースとして進めていこうということですね。 

 

もう24年度として、ほとんどもう回数はこなされているわけですね、ワークショップ

を。 

 

はい。 

 

しかし、なかなかまとまらないという状況。 

 

というか、あと１回なんですけども、次回で今度結論が一応出すという形になってい

ますけども、ただやっぱり我々の思いと、その地域の中の方の思い、それと自治会の会

員の方と、そうでない方とか、いろんなこうしがらみというか関係が出てきますんで、

我々だけで勝手にぽんぽんと決めちゃって、よーいどんでいけるのかどうかという不安

感があります。正直なところ。 

 

はい、どうぞ。 

 

私の地域のほうは、３回の会合は済んだんですけれども、実際に私は福祉として出て

る分であって、まとめるのは市のほうでまとめてもらってるんですか。これは。そこの

ところがちょっと書類を見せてもらって、こちらで訂正するところはさしてもらったと

いうような形でやったんかなという思いがあるんですけれど。 

 

今の３回、終了していただいたところにつきましては、こちらから一定まとめたもの

をお渡しをさせていただくのと同時に、市内その１４地域全部いろいろお話聞かしてい
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ただいた後に、一定基本方針みたいな地域分権制度がこうあるべきだ、みたいな基本方

針というのは出させていただいて、またそれのご説明にも上がらしていただこうという

ふうに考えております。 

 

だから結果的にはこっちが結論出しても、市と今度すり合わせというのが出てくると

思うんですよ。 

 

そうですよね。 

 

その間で、果たして譲り合えるかどうかとか、そういう問題がこれからもっと難しい

問題が出てくると思うんです。あくまで今やっているのは理想的なところを進んでやっ

ていってるだけなんで、現実にこうですよということをまだ今やれきれてない。 

 

そうですね。今はここではあげてるだけですよね。 

 

その理想的なものという中でも、その地域の特性のような案が出てるわけですよね。 

 

だから、多分先ほどの地域とこちらの地域は違うでしょうという意味です。 

 

そうですね。 

 

その特性というのは、やっぱり例えば年齢層とかほかにはどんなものですか。 

 

だから年齢的なものと、あと地域的なその安全性というんですかね、それと福祉、そ

れから大体大きいのはそこですよね。安全性と福祉で３世代というか、要は人口減少に

よるこれから高齢化ですね。 

 

他の委員さんいかがですか。 

 

そうですね、まだちょっと現状がよく分からないんですけども。今伺ったお話でちょ

っと私もちょっと全体像がつかめないので、ぼんやりした質問になるんですけども、こ

ういったものを進めていかれるときは、先ほどもおっしゃったんですけども、その新し

い受け皿づくりというのを進められていますので、そうなったときに、その従来の受け

皿とのこの調整といいますか、その当たりを他市ではどうされているのか、それを本市

にどういう形で適応されようとしているのかというところはちょっと私も見えないの

で、何とも申しようがないというのが本音です。 

もう１点、これもぼんやりはイメージ的に思っているのが、その14地区で新しい分権

制度のもとで受け皿づくりなど進められているときに、制度ができ上がって、それを受

ける14地区の力量がやっぱりそれぞれ違うと思いますので、そうなったときに非常にこ
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ういった制度を積極的に利用できるエリアもあれば、そうじゃないエリアも出てきて、

それを全市としてどう調整されるのかという、ちょっと補助金の議論とどうつながって

いくのかというのは、まだちょっと私も見えないんですけど、今ぱっと感じたところは

以上２点です。 

 

ちょっとだけ整理しますね。今は公募型補助金の議論はやっていませんので、地域分

権制度の議論にちょっと絞ってます。地域分権制度において適応される市からの支出さ

れる金は交付金に切り替わります。ですから補助金じゃないですよね。交付金ですから

地方交付税交付金と同じような性質のものになります。いわゆる一般財源化できるとい

うことですね。ですから繰り延べ使用ができる。繰り越し使用ができる。そういうもの

になります。ちょっと今、委員がおっしゃったことは、全国どこでも問題になってるこ

となんですが、例えばある市などのようなやり方は、もうある日突然やると決めて何月

何日一斉スタートというやり方なんですけれども、大変批判が多いです。今、委員がお

っしゃったように。いかにその市いうたって一枚岩でもないし、地域自治はさまざまで

す。ですので、体制が整ったとか、あるいはそれをこの非常に希望する熱意が高いとか、

内部コンセンスができましたというところから順次スタートすれば良いというのが普

通ですね。それもいついつまでにしなさいというのは言わない。むしろ努力目標として

いついつごろが嬉しいですと言い方はあっても。そうしないと大混乱起こる可能性あり

ます。とは言いながら、つくってもいないところと、頑張ってつくったところとが同じ

扱いになるというのは変な話なので、頑張ってつくったところにはそれなりのインセン

ティブを働くというちょっとした差別化はされていますね。ですから、スタートできな

いところは従来どおりでいかざるを得ない。つまり２重構造になる危険性はあります。

しかしながらスタートしたところは、行政との窓口もこのようなまちづくり協議会、も

しくは地域づくり委員会が表窓口に一本化されますという流れに今なっています。川西

市もどっちかいうたらその方向狙ってるんですよね。よーいどん、一斉になんて言って

ないんですよね。 

 

だから今１番問題になるのは、そのよーいどんでやったときはもうレベルが全然違い

ますから、今のそのままの組織で受け入れるのか、新しい組織でやり直すのかによって

かなり変わりますんで、そうなると先ほど言ったいろんな地域の中の自治会であると

か、一自治会はある程度は統一できるんですけど、いろんな地域、自治会出てくると、

その辺の受け皿をじゃあ新しくつくるのか、そのままで受けてやっていくのかとなる

と、結局新しくつくらなければ今のままやったら結局来たやつを、それを振り分けるよ

うな形になってしまうとあんまり意味もないと。そうなれば完全に解体をして、その地

域でもう一度新しく組織をつくり直したほうがやりやすいかも分かんないですね。ただ

大変ですけど。そうしないと受ける側がそこまで出してないのにやったよとなると、今

の話の市じゃないですけど、これはもう大混乱起こると思いますよね。 

 

よろしい、冒頭から発言していって。現実は委員さんおっしゃったように、全部一斉
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にばらばらにして、新規スタートに一例もありません。絶対にその事例はないです。そ

れは理想論であり、ある意味ではこれは非常に怖い議論になっちゃうんですね。ほとん

どが例えば従来どおり自治会もあるし、連合自治会もある。社会福祉協議会、校区委員

会も組織されている。ＰＴＡ連合会もある。どう違うのと言ったら、小学校区単位でそ

れぞれのそういうブランチが集合体になるということですわ。だからＰＴＡサイドのＰ

ＴＡ連合協議会の流れる情報というのは、各小学校区単位のＰＴＡにやっぱり従来どお

り流れるんですね。でもＰ連経由でずっといくんじゃなくて、まちづくり協議会をとお

して流れるいう形に変えていくんです。そういうふうにちょっとずつ変えていくんです

ね。既成の団体は全部一斉によーいどんでばらせなんていう指示は、どこの自治体もや

っていません。ただおっしゃった自治会、町内会、これはものすごい重要な問題で、同

じ自治会と名乗っていても、マンション管理組合の自治会もあれば、もう非常にしっか

りした伝統を持ってる自治会もある。その自治会をベースとした母体から、地域の言わ

ば代表委員みたいなのが選出されてくるというのが、これは大筋に皆認めていくわけで

すね。そういうシフトの仕方を、今、一生懸命みんな工夫してますわ。だからスクラッ

プアンドビルドじゃない。修復しながらやっているというのが実態です。そこで出てく

る問題が、じゃあ自治会が連合自治会イコールまちづくり協議会、一緒に住民自治協議

会にしたらいいじゃないかという議論あるんですけど、実はこれがまた法律的な問題が

ありまして、自治会は任意の団体なんですね、加入は強制できない。最高裁判決でも、

加入強制ができませんという確定判決出ているということ。もう一つ大きな問題は、世

帯加入方式が全国共通なんですよ。世帯方式です。世帯別会費なんですよ。だから理論

的に言うたら100人の家族でも一緒で、単独でも一緒で。これは世帯内自治の原則に立

っていた明治以来の伝統なんですよね。それは近代的な個人主義的、民主主義に合わな

いという問題があるので、ですので、そういう協議会の中の基礎的な団体としては、実

態的に皆認めてるんですけれども、連合自治会がまとまったのがそのまま住民自治協議

会になるやないかというのは大きなミス、今の問題があります。自治会に入ってない人

も実は構成員になっちゃうので、そういう意味では、これある種の多分これ条例認定団

体になってくるんですね。条例による認定団体になりますから、公共団体になります。

言葉は難しいんですけど、地域のちょっとした小さな政府みたいになってきよるという

ことです。ちょっとした仕事もできる。うまいこと説明できてるかどうか自信ないです

けど、何か補強的に説明することあったら。 

 

いや、もう会長おっしゃっていただいたとおりです。 

 

よろしいですか。 

 

委員さんからご指摘あったように、これから具体化するにつれて、各論になるにつれ

て、さまざまなその調整すべき課題が出てくるというのもこれ確かなんですが、先ほど

説明申しあげましたように、市のほうから問題提起だけをするんではなくて、４月から

専任の担当職員を置きます。その職員と一緒になって、その受け皿も含めてサポートし
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ていきたいというふうに考えていまして、具体的には27年度以降の制度創設ができる場

所から順番に移行していくと、こういう形を目指しております。 

 

ありがとうございます。 

ある市なんかはホームページをご覧になったら載っています。こういう地域自治協議

会をつくるステップを４段階ステップに分けて、一番最初がすべての団体が一緒のテー

ブルで議論しましょうというラウンドテーブル段階。何を議論するか言ったら何に困っ

てるかという。人手がいない、金がない、時間がない、みんな出すわけですね。そうす

ると金と人手を持っている団体も出てきよるわけですわ。その団体を応援しましょうと

かね。それからパワーはあるけれども、本当に時間がないというＰＴＡみたいな団体と

か、それと老人会が手結んだらうまいことできたとか、こういうジョイントをしていく

わけですね。それで地域の言わばリーダー集の横のつなぎが段々強くなってきて、話が

できるようになる。 

第２ステップでここに書いてある地域の現状分析して、どんなまちにしていきたい

か、何を防止せないかんかとか、つまり現状の中のよいところと困ってるところ、全部

摘出していくわけですね。それを工程表に載せてみて、何年ぐらいで将来こういうまち

に持っていけるかなということを逆算していって、誰がそれをやったらええねんと割り

振っていくわけですわ。そうすると計画ができてくるんですね、構想と。それができた

ら、次はいよいよ正式に役員体制つくるか、あるいは組織体制をどうするかという綱領、

規約、組織設計に入っていくんです。それで発足しますと、次は第４段階は、仕事にと

りかかるという実働部隊として動きだす。本当は第５段階ありまして、法人として自立

し、なおかつ専任事務局長自前で、コミュニティビジネスで雇いだし、そして自前の広

報も発行する。指定管理者団体にもなる。市の公共事業を一部受けて、住民票の発行な

んかも代理発行する。そのぐらいの事業体として自立すると、いうところもあるんです

けど、この市はもう第５段階までは書いてません。でももう第５段階に入っている団体

もあります。郡部にいけば。これは郡部のほうが必要性が高いんです。そういう構想で

すね。なので欲を言うならば、役所が集めた税金を民間の一部上場企業などの大手の事

業体に民営化だの、委託料だのと持っていかれるよりは、土木建設事業はちょっとしん

どいけれども、ちょっとした住民事業ぐらいやったら、地域のコミュニティ団体が受託

者になって使っていくとなれば、地域雇用も維持ができるし、地域で経済還流できるで

しょうと、そういう思想もあるわけですわ。だから暇というかな、ボランティア精神で

さしていただいていますというところでつとまるランクと、いやちゃんとここから先は

プロとして頑張るというね、そういうランクのところと、だんだんだんだん上がってき

ます。 

はい、どうぞ何か。 

 

自分の地域のことぐらいしか分からないと言ったらあれですけど、今、公園とかをや

ってるのは、地域で引き受けてやったりしていますよね。あとは、うちらはおもろ能が

あれになるのかなとか、あるいは公民館の仕事があれかなというようなことぐらいしか
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委員 

 

会長 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

ちょっと分からないんですけれどね。 

 

コミュニティビジネスの事例ですよね。実際にやったのはある市がすごくやってます

よ。 

 

ああ、そうですか。 

 

ある市では、恐竜の里づくり言うて、もうビジネス始めています。グッズ開発とか、

それと。 

 

自分たちで考えてやるんですね、まちづくりを。 

 

ある町なんかでは、もうコミュニティバスを運行してます。協議会は。コミバス運行

をやっています。それから僕のよく知っている、いつも応援しているある地区では、留

守家庭児童会をやって非常に好評だったんで、よその学校からもやって欲しいと言われ

て、４小学校、留守家庭児童が一手に引き受けて、委託料をもうけてます。 

 

なるほど、そうかそうか。 

 

小学校の元教員とか、元保育士とか、元看護師とかが、がさがさいてはるんですね、

その地区は。そういう人らみんな集めてビジネスムードでつくってやってますね。 

 

学童保育。 

 

道路除草とか、公園のちょっとした管理とか、そんなのもほとんどコミュニティ協議

会とか、そういう地域づくり委員会がやっているというのが郡部ではビジネスとして当

たり前になってきてます。ただ、高木の剪定はちょっと専門知識いるし、落下事故が怖

いので、これだけは土木屋さんにお願いしてるというのが多いですね。ある県では、確

か国道に関する安全管理いうかな、これを各団体に頼んで穴が空いてる何やとか言うの

は全部通報してもらって、その件数ごとに何かお金渡しますみたいなことやってます

よ。国道事務所とタイアップして。いっぱいあるんです、お金儲けしよう思ったら。と

いうような話です。 

他に何かございませんか。ご質問、ご意見。 

 

質問というところでは、この14地区の力量の違いは、委員もおっしゃってましたけど

も、これ結局やらざるを得ないところに来てますから、じゃあいかにこの力量を収斂さ

せていくかということと同時に、やっぱり一つモデルになる、ちょっとやっぱりリーダ

ーシップとれるようなモデルの地区というのが、今も多分かなりあると思うんで、やっ

ぱりそこは率先して少し見せていく必要があると思うんですよね。 
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委員 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

それで２枚目なんですけど、これが延べ人数がどんと書かれてるんですが、多分、力

量の差だとか、その地域のいわゆる力の度合いとか、述べ人数も14地域あって、バラン

スよくその人数14で割れるわけではないと思うんです。なので、今ざっくりでいいんで

すけど、この14地域で参加された部分で、ものすごく少ない１桁のところもあるのか、

どうなのかな、必ず参加しなきゃいけない会長さんとかいるのかもしれませんけれども

この辺いかがなんですか、その参加者の反応といいますか、そのバランス。ちょっと教

えて、ざっくりでいいんですけど。 

 

すみません。今ちょっと細かい資料持ってないんですけど、記憶の範囲では、昨年度

につきましては、人数的にはそんなには各地域ばらつきはなかったんです。ただ、やは

り年齢層、若い人が入ってらっしゃる地域とか、結構年配の方が多かった地域、それか

ら男性ばっかりだった地域とか、そういったところでやはり構成メンバーの違いという

のがありました。 

 

あと、もう一つちょっと質問なんですけれども、この25年度からですか、行政側の方

の中から地域担当職員というのがいらして、各地域におりていくということですよね。

会議に参加してその現状分析だったり、相談受けたりという、いわゆる橋渡し的なこと

をなさる職員というのは、その14地域に対して何人で、どういう形で担当職員を考える

んですか。 

 

25年度につきましては、一応３人ということで配置を、専任なんですけど考えており

ます。ただどうしてもその基本方針、先ほどご説明した分ですけど、あれを出していく

のは６月中ということを目途にしておりますし、４月からすぐに配置したからといっ

て、即地域のほうに行って何かできるというものでもありませんので、当然その地域の

方々とお知り合いになったりですとか、地域の情報をいろいろ集めたり、そういった期

間というのが当然必要になってまいりますので、そういう状況が整ったらということに

なりますけども、一応４月からその配置ということにはなってまいります。 

 

ちなみにこの３名というのは、既存の今の職員の方なのか、割とエキスパートといい

ますかね、そういう方として、市のほうが委託されるとか何かどういうふうなんですか。 

 

市の職員でございます。 

 

地域担当職員制度というのは、もうほとんど導入されていっています。ある市は全区

88人もう配置につけてます。職制で言うと係長級以上つけてます。 

 

かなり川西は少ないですか。人口的なものにもよりますけど。 

 

むしろ人口の多い大型自治体のほうが専従職員を配置につける傾向がある。それから
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委員 
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会長 

 

委員 

 

 

中・小型自治体は、全職員を地域担当兼務させるという町村の場合は。そういう傾向に

なってますね。ある市なんかは一地区、７、８人編成でスタートしたんですけど、片一

方で職員が非常に減らされていってるんで、ものすごい負担に耐えられへんということ

で倒れ始めてきたんで、部長級の専任の地域担当監というか、監督の監という職名で部

長級ですけど３人つけて、１人大体平均４から５地区は担当しています。そのかわり朝

から晩まで走ってますわ。 

 

そうでしょうね。 

 

ただ、地域担当職員制度のいいところは、先ほど委員がご懸念なさってた地域のばら

つきありますよね、成熟度の違い。実情の違い。その実情の違いに応じた仕事をしたら

いいわけでね。だからなかなか話がまとまらん、あるいは認識がお互いに共有できない

と言った場合、認識を共有するための仕事は一緒にすると。だから遅れているところは

遅れを取り戻すための応援をするということね。だからある程度、行政との間で対話が

必要になってきたら、行政との間の橋渡しをまるで翻訳者みたいにしてやってあげる。

行政には地域の言うてるのはこういうことやと、地域には行政の言うてるのはこういう

ことやと、つないであげる仕事ね。コーディネーターみたいに。それから今の自治会と

か、ああいう地域の役員さんは討論ということに全然慣れてません。伝達、了解の世界

なんですね。不満があれば動かない。あるいは知らんという顔してたらええわけで、そ

れって何やねんということを言わないでしょう。それ言うたら失礼やという。だから討

論技術も教えないといかんのです。 

 

この３名というのは、本当にころころ変わってたら、信頼関係だとか、そのおっしゃ

るコーディネートだとか、その辺でかなり重要な役目だと思うんで、ちょっと私も人数

が少なくてびっくりしたんですが。 

 

それも一つの考え方と思います。その３人は大変苦しいというか。 

 

すみません。その選出というのは地域から選ぶんですか、それとも関係なく職員とし

て選んで出していくということですか。 

 

そうですね、今のところ基本的な方針も出てないんですけども、その地域からという

のは今のところはまだ考えてないですね。 

 

あんまり地域に密着している職員はかえってしんどいかもしれません。 

 

そうなんです。いや、だからそれを言おう。だから関係ないほうが言いやすいし、こ

ちらも言いやすいし、向こうも言いやすいという。あまり密着しあうと、お互い遠慮し

合うところがあるんで、だからそれをちょっと逆に確認しようかなと思って。私として
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委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はそのほうが関係ないところのほうがやりやすいなというふうに思います。今おっしゃ

ったように。 

 

小さい町村なんかの場合は、もっと突っ込んだ話しますと、地域で自治会長やってま

す、区長やってますというのは、地域担当職員からはわざと外すんです。頑張ってくれ

てるからいいよということになる。例えばある市に住んでいる人が、例えば隣のある町

に勤めるとしますやんか、そういう職員こそ地域担当やってくれと当たるわけです。む

しろ変なひもがつかないから。 

 

他市町村のほうが。 

 

地元で役員やっていますいうのは、もう地域担当から外しとんです。むしろそのほう

がいいと言う。そのかわり地域で頑張ってねと言う。 

さっき言ったのは、地域担当職員の仕事なんですけど、私は４つあるといつも言って

るんですね。一番最初は地域の人が全然気づいてないことがあるんです。地域の人が思

っている地域イメージと現実がずれていること多いんですよ。なんとなしに年寄りふえ

てきたなと言うて、ごっついもう年いってきてと言うけど、全然高齢化してなかったと

か。むしろほかのまちよりまだ若いやんかいうのに、元気がなくなってるだけとかいう

のもあるし、そういう意味で何て言うんですか、科学的に問題点をデータ的に提示して

あげるということも大事なんですよ。行政データをね。 

 

渦中にいると分からないということですよね。 

 

当事者は見えない。 

 

そうですよね。 

 

だからマクロな面から見せてあげる。それからお気づきになってないかもしれないけ

れども、このまちの将来を見たときに、もう次の役員体制がつくれますか、つくれない

とするならあともう５年でもうアウトになりますやんかとか言うて、言うてあげない

と。そういうトラブルシューターと僕言うてるんですけど、抱えている困難を摘出して

あげて見せてあげると言う。 

その次はさっき言った議論ができる集団、あるいはルールをつくる。ワークショップ

を教えてあげるとか、ワークショップルールというのは、以外と高齢者は抵抗するんで

す。場を独占したがって、３分間待つのだよと言う、日清のチキンラーメン原則。３分

間はだまって人の話聞け言う話のことですよね。それをすぐに割って入って入ったり、

こんな幼稚園の遊びごとみたいなことやってられるか言うて、席立って帰ってしまう人

もいますしね、そういうのをそれでは議論にならないでしょうといってつないでいく。

そういうファシリテーターもやらなあかん。だから行政との間で言うたらインタープリ
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委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

ターと言うか翻訳者。ほんで立場の違う人を出会わせるというコーディネーター。最後

の最後になったらもうここまできたら手離しますよ、でも事業起こしましょうねとか、

こんな資源あるじゃないか言うて、いろいろつないであげるというプロデュサーの役割

もある。それを全部最後は地域にぼんと委嘱するわけです。もう完全に法人化して独立

しました、はい、地域担当撤退いたしますという、そないなるには10年かかると思いま

すけど。そういうイメージです。あくまでこれ川西が言うてはるからじゃなくて、僕が

今まで関わった経験上のいろんな事例を寄せ集めてるだけやから、川西はこうだという

ことじゃありませんから。 

それでは地域分権制度について一定ご理解をいただけたのではないのかなと思いま

すので、続きまして、公募型補助金について議論を集中したいと思いますので、事務局

さんからご説明お願いします。 

 

【資料３ 公募型補助金について】 

に基づき説明。 

 

はい、今ご説明いただいたことで、イメージちょっと湧いていただきましたでしょう

か。今の説明について何か分かりにくいとかいうことのご質問ございましたら。 

 

すみません。これはあれですか。今14団体あるコミュニティとは別のまた組織をつく

ってもいけるということですか。 

 

いわゆる地域の部分につきましては、今まさにお話を進めていただいている地域分権

制度、これがございますので、ここの公募型補助金の中で、それは一緒に議論してしま

うとちょっと話が複雑になってしまいますので、この地域の部分については、一応事務

局側の考え方としましては、地域分権制度が確立されるその中で議論していただくお話

になるのかなということで、今ちょっと。 

 

ちょっと今聞いた受け取り、正直なところ、いやそれとは別に度々つくって、定款と

かつくって、じゃあ申請しますと言ったらＯＫかというようなニュアンスにもとれんこ

とないんですよね。 

 

その部分にそれが例えば一定の地域であるとか、その一定の地域だけのお話になって

くると、この公募型補助金というのではなくなってしまう。それがオール川西に対して

何かするんですよと、その地域コミュニティの例えばですよ、コミュニティの枠という

のを外れた川西市全域に対する何か事業しますといった場合は対象になってくるとい

うこと。 

 

これ最初から続いていっているわけですね。言うたら別々の考え方じゃなくてね。 
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委員 
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委員 

 

会長 
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はい。 

 

まずオール川西があってから、その地域の中でじゃあ何をやっていくかということを

考えて、じゃあオール川西のためになりますねということの公募ということですか。 

 

それがその対象になってくるであろうということで、その機関が第三者機関のほう

で、そちらのほうで判定をしてもらうというようなイメージになります。 

 

対象が川西住民にするものにあるということですよね。例えば何々の会で川西のいろ

んな人たちにきていただいてする事業ということですね。 

 

そういうことです。 

 

それでとにかく補助金としては、２分の１の補助金ということですね。 

 

これは一例になりますので、そういうふうに縛る必要はないということもあるかとい

うところもちょっとご議論いただけたらなと。 

 

ああ、そうですか。 

 

話が分かりにくくなってるかなと、僕も懸念してたんですけど、いわゆる川西が言う

てる地域分権制度の主体は、地縁型団体の集合体である協議会ですよね。これに対して

は補助金をできるだけ統廃合して、交付金方式に切り替えていきたいという話やと思う

んですよ。それは何年かかけてね、じんわりじんわりやりましょうと。こっちの公募型

補助金は、地縁型ではなくて最近の言葉で言う支援型、テーマ型団体とも言いますけど

も、世間でよく言うＮＰＯ、市民公益活動団体、それを対象としたものとイメージされ

たらどうでしょう。だから今、委員さんがおっしゃったことは、理論的には不可能では

ないんです。例えばまちづくり協議会の中に、一つＮＰＯこしらえて事業部門をつくっ

て、うちのまち協の中にものすごい子育て上手なグループがおるんやと、この子育て上

手なグループがあちこちに呼ばれていくから、ここのグループでこれでちょっと商売し

よかとやってもええわけやし、そのグループがまち協の範囲を飛び越えて全市民対象に

何か事業をやろうといったときは、それは可能です。だからコミュニティが生み出した

ＮＰＯいうのもあるわけです。ただ対象が全市民になりますよと。まち協だけを対象に

したらそれはだめですよと。だからそういう発展段階にいったら、その暁にはその話は

ＯＫだと思います。 

 

これ例えば補助対象事業について、要綱なりでかなり縛ってイメージをつくってしま

うか、あるいはかなり自由度を高くしてその第三者機関に判断を委ねるかと、そういう

違いも出てくるかと思いますね。あとその第三者機関の力量次第ということもあるかも
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委員 

 

会長 

 

委員 

 

会長 

 

 

しれませんし、あるいは他市の例からいってどれぐらいの応募が来るんだろうかと、そ

れ次第で第三者委員会が忙しくってそんなにいちいち考えてられないとかになるかも

しれないし、どんなもんでしょう、どれぐらい来るんですか、こういうのって。 

 

一つすみません、よろしいでしょうか。私もひとつボランティアグループで知ってる

んですが、補助金というのは、とにかく半分しか出ない。あとは会員もその会員会費は

出してますけれども、じゃあ皆さんに出ていただく費用はどうするんやというようなと

ころ聞いたことあるんですよね、実際に費用的に。自分たちが持ち出ししないといけな

いんかというような活動もあるんですけれども、来られる方からお金をいただくとか、

そういうのがあるんですけれど、やっぱその補助金が２分の１で決められるというのが

ちょっときついなと思うようなところ感じたことありますね。 

 

スタートラインは大概２分の１ですよ。 

 

そうですか。 

 

その２分の１でも欲しいとあれば、これだけジャンプアップできるというパワーのあ

る団体しかできないですね。 

それともう一つ、補助金がなくなったらどうしますというのがありますね。例えば、

継続事業で３年まで認めているというケースはあるんですけど、これで３年目終わった

らどうしますといったら辞めますなんてところは、初めから力がなかったんだと思いま

す。委員さんおっしゃったのは、ある市では２回やってるんですけど、予算額で１番大

きかったときで4,000万、最近では2,000万ぐらいです。２回あって、一つはテーマを決

めて、これについてやってくれる市民団体と、今年は東日本大震災支援やったんです。

東日本大震災を支援する市民団体に補助金をあげましょうというやり方ですね。 

 

だから、その第三者委員会は資格審査まで全部やるんですか。 

 

資格審査までは委員会ではできないですね。事業内容だけですね。 

 

大丈夫なんですかね、それ。 

 

それは書類審査でやります。 

 

いい加減なのが。 

 

いい加減な団体は書類審査で大体見破れますわ。書類審査いうのは、事務局がやって

くれはるんですよ。 
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ちょっとすみません、そこから疑問なんですが、この公募型補助金に対しては、私は

もう方向的には非常にいいものだったなと思うんですが、前回まで議論してきました、

そのＤ区分の補助金の中で地域以外の団体に補助しているものなどがあるんですけど

も、これとどう違うんでしょうか。 

もう１点それと関連して、この補助金を今回こういう形で本格的に議論されるという

ことは、これまで川西市で例えばそのＮＰＯの団体などが、さまざまな取り組みをされ

るときの補助というのは、どういう形でされていたのでしょうか。そこがちょっと分か

らないので、なぜこれがそのＮＰＯの方々云々というところが重視されて、検討の題材

として出てくるのかというそこのストーリーがちょっと見えにくいのですけれども。 

 

はい、どうぞ。 

 

先ほど、従来のＤ区分、地域以外のという形でさしていただいている補助金をその部

分につきましては、実際には、その前回統合型補助金ということでお話させていただい

た中からのコミュニティの補助金になるかと思うんですけれども、それ以外の補助とい

うのは、いわゆる既存の補助金というのがございまして、既存の補助金というのは、例

えばその市が今従来こういうふうな市政の発展のために合致する目的ですということ

で補助してるという形になってまして、それが従来の補助金になります。ただその公募

型ということで導入する際には、ある一定のその整理というのは、今後必要にはなって

くるかと思うのですけれども、今現在その団体が例えば新たな取り組みでこういうのを

しますよというのが出てきた場合は対象にはなってくる。公募型の対象にはなってくる

可能性あります。ただその従来の補助金を受けている団体が、要は並列で存在するとい

う形になる。 

 

簡単にイメージすると、例えばその川西市で先ほど会長もおっしゃられた、子育て支

援するようなグループがあって、そういう方たちが市に対して、今現在その補助金の申

請をされた場合には、全く受けられないのでしょうか、それとも何かあるのでしょうか。

それと、この議論されようとしている公募型補助金と違いというのがよく分からないん

ですけど。 

 

今現在、川西市が補助している場合、その各個別の団体というのには補助金が交付さ

れていないんです。それが連合体になった場合、例えばＰＴＡの補助金があったとした

場合に、各小学校のＰＴＡには、それぞれ市から直接補助というのが出していないんで

す、ＰＴＡ連合会ということになった、その連合体になったところに対しての補助、こ

れを今が現行の補助制度になります。 

 

なるほど。特定のＮＰＯなどのグループに対する補助金はないということですね。そ

れをつくろうとしているという議論ですね。分かりました。 
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もっと古い話から言うと、川西市全体の補助金を、これのもう一つ前の審議会ありま

したね。そこで全部いっぺん整理をして、これは止めましょうとか、これはこういうふ

うに残しましょう、これはちょっと将来の政策のために残してもいいけど、制度変更し

てほしいとか、そういう整理をしていっぺん答申返しているんです。その整理の上に、

こういう公募型補助金に切り替えるべきではないのかという空白領域が出てきたんで

すね。そのためには団体補助も、もうちょっと整理、統廃合しないと財源出ないという

のが一つ。 

それからもう一つ大きな要素は、こういう地域分権制度やっていく場合、各14地区、

13小学校、14地区に財政自立してもらったら相当大きなお金を捻出しないといけません

よね。その財源としても補助金というのがやっぱり根っこ入れなあかんと、そういう議

論があったんです。だから予算の組み替えをしていこうとするに当たって、一つはこっ

ちの地域分権型、交付金への財源、一つはこの公募型補助金の財源という組み換えをし

ていかないといけないという、こういう流れになっていると思うんですね。だから今先

生おっしゃったように、単発のＮＰＯの団体がいいことやってても、今の制度だったら

そこに対して助成金を差し上げる道がない、その回路を開くというのがこの公募型補助

金なんだと、こういうふうに私は理解しています。 

 

やっぱりこの資料３で、この今後の考え方で書かれている文章でしたら、ＮＰＯなど

が市政に参画するための補助が充実されていなかったためとあるので、あったのか、な

かったのか、はっきり分からないので確認した次第なんです。よく分かりました。 

 

すみません。資料３の１番最初の公募型補助金についてで枠が３つ組まれてるんです

けども、何かもう一つ私もこの資料の何て言うんですかね、まとめ方に対してちょっと

何となく見えないといいますか、と言いますのは、公募型補助金の定義はこれがないと

この補助金はどういうものかというのは、もちろんこれ最初に分かるんですけども、そ

の次に、結局、川西としてこの公募型補助金をどうするかということをもうちょっとし

っかり書いていただかないと今後の考え方というところを見ましても、今も本当に委員

がおっしゃったことも御意で、結局１番最初この資料１でこういうことするための公募

型補助金というかね、資料１のこういうまちづくりイメージに、この公募型補助金をど

んどん活かしていって、結局市民が自発的に、そしてあわよくば本当にコミュニティビ

ジネスにいく自立的なコミュがいっぱいできるという、そういう方向性をやはりこちら

の資料３のところに今後の考え方のこんなだけでは全く見えてこないですよね。 

それでいきなり今後の考え方が２番目にきて、公募補助金の考え方がこう来てても、

少し順序も何か反対なような気もしますし、もうちょっとフローチャート的に定義がこ

うある。川西市の現状というもので捉えて、だからこういう補助金の考え方があるから、

今後こういうまちづくりのためにこうしていくんだ、こういう考え方なんだというふう

に持ってきていただかないと、非常にこの何かまとめ方では、と言いますのは公募型補

助金の考え方、１番下の地域分権制度との関係というのがこんなところに入ってきてい

るんですけど、ちょっとこの４つの丸について議論してくださいと言われましたけど、
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この丸の４つ目というのは、ちょっと公募型補助金の考え方というよりも、もっと大き

なイメージだと思うんですね。だからちょっとここに入るよりは、今後の考え方のとこ

ろに、この４つ目の丸が入ってもう少しまとめていただく必要があるんじゃないかなと

ちょっと思ったんですけど、その辺事務局側はどうお考えになりますか。言っている意

味分かりますかね。 

公募型補助金というものを川西がどうしていくかというイメージが全然見えないの

で、もったいないという気がするんですよ。せっかくこの資料１で分かったのに、この

公募型補助金とは全くタイアップしてないことに対して、ちょっとやっぱり私も委員が

おっしゃいますように、そのＮＰＯとか市政の参画というものが全く今までやってなか

ったのかどうかというのも、ちょっと不明瞭になってくるので、非常に何かこういうこ

とをやっていこうと言う住民にしてはちょっともったいないかなという気がするんで、

もうちょっとこの今後の考え方という部分をまちづくり推進イメージ図と、ちょっと調

和させていただけたらと思いますけど。何か対象事業だとか定義とか基準というのは、

これは本当考え方の枠組みだと思うんですけど、丸の４つ目の地方分権制度との関係と

いうのは、本当もうちょっと大きく捉える必要がある。 

 

これ地域分権制度との関係というのは、書かんでもよかったかもしれないね。これは

別問題として議論してるし。 

 

そうですよね。 

 

ある意味補助対象事業として、こういうのはむしろその地域分権制度のコミュニティ

の中で取り入れたらいいんじゃないかという、そういう分類もありうるわけですね。そ

ういうことかな。 

 

資料のつくり方はあとで考えてもええと思うんですけど、議論として整理しときまし

ょうか。 

一つは、川西市の住民さん、市民さんの世界を構成している集団というのは二通りあ

りまして、一つが地縁型のコミュニティ系団体、このコミュニティ系団体を群雄割拠を

分立して、ばらばらの状態で資源の無駄遣いではないかと言うことと、超高齢化、少子

化が進んで、川西の10年後はもう高齢化率、今より10％跳ね上がるとそう考えたとき、

今、手を打たないとだめだ言う危機意識で持って地域の再強化作戦のために資源をちょ

っと集中したいと、それが一つですよね。 

もう一つは、アソシエーション型のいわゆる個人市民結集型の目的別団体という市民

資源もある。だからこれは市民社会における横糸と縦糸みたいなもんなんですというふ

うに理解してもらって、その横糸に当たる地域コミュニティ団体については、地域分権

制度で強化していきましょうと。縦糸に当たるＮＰＯ型市民公益活動、アソシエーショ

ン型活動の強化については、今後、公募型補助金で支援し、活性化を図りましょうと、

こういう２本柱やと思うんですよ。そのために必要な財源がやっぱりどうしても捻出せ
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ねばならないという背景もあるので、行革の中でそれを考えるとなれば、現在の既設の

補助金のあり方を見直さざるを得なかった。見直しした結果、地域に流れているコミュ

ニティ系の団体への助成金は何本もあることが分かったと。これをできるだけ統合化し

て、交付金化していく方向に持っていきましょうということですよね。 

もう一つの公募型補助金については、その他の各種団体とか、連合体とか、いろんな

団体ありますけど、それについても見直す中で、公募型補助金への厳守も切り出してい

きたいと、こういうことやと思うんです。ただ一斉にばしっと切るとですね、それぞれ

の団体やっぱり打撃も大きいので、じわじわじわとこういうふうな方向にシフトしてい

きたいと、こういう説明ではないのかなと。だから私の説明下手くそかもしれませんけ

ど、市民社会の横糸組織と縦糸組織と両方に支援していきたいと、こういうことやと思

うんです。 

条例上、例えば地域の団体、このごろカタカナ使う条例も許されてきているんで、コ

ミュニティ団体という言い方と、片一方は市民公益活動団体という言い方で、ＮＰＯ型

の団体と仕分けしてる条例もよくありますわ。どっちも市民団体なんですけど。ですか

ら公募型補助金を議論するにおいて、その財源どうするのなんて話が出てきたときに、

混線するのが嫌だから地域分権制度との関係については、ちゃんとすみ分け検討してい

きますよというふうにわざわざ書いちゃったんやね。気持ちがそやからそこにぽんとに

じみ出てしもたんや。財源論からいくと元は１本やからね。だから混線さしてもらいた

くないという、そんな市民公益活動団体に公募型補助金のお金出すぐらいなんやったら

今のまま置いといてくれやみたいなこと言われたらかなわんがなという思いですよね、

ここはね。それとこれとは話別にしましょうよと。 

それから補助対象事業についても、地域コミュニティ団体は地域コミュニティの範囲

の中の人たちのいわゆる地域公共性を追求する団体です。だけどＮＰＯ団体は、川西オ

ール川西全域の不特定多数の市民の利益を追求する団体ですよという、そういうふうに

整理がされていくかなと思いますね。 

 

例えば、商店街活性化事業なんていうのは、全市的ではないから、これは公募型の枠

に入らないということなんですかね。 

 

可能性ありますね。ただその商店街が活性化することによって、全市民的に利益得ら

れますよという。 

 

それを第三者委員会が判定するんですね。 

 

今、委員さんおっしゃったこと、とてもよく出てくるデリケートな問題なんですけど、

不特定多数の第三者利益というのは一般的公益定義なんですけど、不特定多数の第三者

利益という言い方すること自体が大変誤解を招く危険性あるんですね。そうすると特定

少数の当事者利益に見えるものは全部排除されちゃうんですけど、それ言い出すと、例

えば知的障害者を家族に持つ人たちの家族会なんていうのは、特定少数の当事者利益や
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ないかと、それぐらいの補助金はという人出てきますよね。そういうこと言う人います

よ。さあ、どう考えると言うんですか。私はちゃんと論理立てますけどね。我々の子ど

もとか今の将来の孫とかに、そういう知的障害を持って出てくる子どもがいないとは限

らないし、明日はわが身と皆思えば、今、同時代生きる我々としてそれに対する制度整

備とか、社会整備をしていくというのは、今の時代を生きるものの義務ではないんです

かという説明はするという、時間軸における平等性とか、水平軸の平等性だけじゃなく

て、それも論法として必要でしょうと。駅前商店街の活性化のために言うたら地域やな

いか言う人も出てきますよね。商店街活性化のために、ただのあんた商売人の利益のた

めに何で金、維持費出さなあかんねんと言ったとき、そのときいやいやそこで上がる税

収が最終的に市民に還元されるじゃないですかと言う説明、苦しい説明するときもある

わけですから、こんなん再開発事業で言う論理ですよ。 

 

川西のある駅前やったらまだしも、別の駅前言われたらちょっと違うかなと。 

 

また、その次の理屈があって、そういうどっちか言うたら、小型の駅前の再開発がう

まくいったら、それモデルになるじゃないですか。 

 

なるほどね。 

 

ほかのところも元気になるん違いますのとか、そらいろんな理屈ありますわ。 

 

すみません。もう１回再確認したいんですけど、今、会長のおっしゃったよく分かっ

たんですけど、参画と協働のための中から出てくる公募型補助金じゃないよと言うこと

ですよね。要は全市的な考え方の分だけですよと。というのはコミュニティでこういう

ことやりたいから公募しますということじゃないっていうことですよね。 

そういうことですよね。 

全市的に関わるものについて公募として受けましょうということですよね。だからこ

の今言われている、14コミュニティの中のこれをやりたいから公募しますということじ

ゃないということですよね。そういう理解でよろしいですね。 

はい、分かりました。それやったらはっきりしました。何かこれの延長上でやるんか

なというようなイメージがあったんで、そうすると議論は全然違うと思うんですよね。

もう公募やったら公募のこれをどうやるかということだけを議論すればいいことであ

って、それをちょっと私個人がコミュニティの中からの部分でやっていって、それが全

市でどう関わっていくんかということを考えてやれと言うことやったら、ちょっと大変

な話になってくるんで、それはもう別のものですよと。 

 

両方とも参画と協働で、それを参画と協働を推進するための資金的な一つがその地域

コミュニティであり、もう１つが公募型補助金。 
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それがかえれば、コミュニティのほうにも返ってきますよということになりますよ

ね、大きく言えばね。そういうことで２本立てだという考え方でいい。はい、分かりま

した。すみません。ちょっと理解ができない。 

 

むしろ川西はもう既に遅れてるほうですよね、公募型は。結構もうあっちこっちでや

っていますね。 

 

これテーマ型とフリースタイル型やったら、どんな感じなんです。テーマ型のほうが、

先ほど事例言われましたけど、テーマ型のほうが多いんですか。 

 

いや、少ないです。 

 

そうなんですか。 

 

ある市の場合はあくまでも補助金なんです。受託料事業はゼロです。補助金、補助事

業ですから住民側の責任でやってください。だけど今回は東日本大震災、救援というこ

とをテーマとして住民側の責任で頑張る事業を公募しますということですわ。それが行

政テーマ型の補助事業ですね。他のある市なんかの場合は、行政責任でこういう事業や

るべきじゃないですかというのを住民から支援で自由型で出てくるというのがあるん

です。本来、行政の責任でやるべき事業だけど、こういうことやるべきじゃないんです

か、私たちも一緒に手助けしますよという、そういう協働型の提案事業もあります。反

対に行政がこういうボランティアをつくって、こういう施策をやりたいんだけども、一

緒に手組んで頑張ってくれる企画、立案、事業実施まで同伴してくれる住民団体を募る

いうのもあるんですね。それは行政提案型、テーマ型、委託事業ですね。ここでは委託

じゃなくて、どっちも補助やから、まだ委託のところまでは踏み込んでません。 

 

川西はかなり民度が高いと思うんですよね、ですから、こういうやっぱり公募型の補

助金というのは、遅ればせながらもスタートしたら、やっぱり内容とまたそういう応募

があるんじゃないかという期待感はありますけどね。ただ、第三者機関というのは、や

っぱりしっかりやって自由度を多く与え、そのしっかりやってもらう中で、限られたそ

の補助金をうまくバランスよく。機関が大事ですね。 

 

近くでは１番早かったのはある市ですね。この近辺では。とある市を除けば。こうい

う公募型補助金で立ち上がった事業はコミュニティＦＭでしたね。コミュニティＦＭ。

ＦＭはもう何か補助金切れていますけど、頑張ってまだやってますわ。 

 

自立されてるんですか。 

すごいですね。 
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この補助対象団体の定義のところで営利を目的としない団体だけでありますけど、ほ

かの非宗教、非政治いうのはもう当然のことやから省いてあるわけですか。当たり前の

ことやから。 

 

補助対象団体というのに対して、あまり団体というふうに縛らないところもあります

よね。中には。 

 

団体でないところ。 

 

団体でなくても何かそんなの聞いたことあるんですけどね、公募型で。 

 

それは法人格のある、ないを問わないということじゃないんですか。 

 

ああ、そうか、そういうことですかね。 

 

ある市がそうです。ＮＰＯ法人取ってなくても結構ですと。団体するのに実態があれ

ばええと。 

 

額としてはそんなに多額のものじゃないので、手続きとかが大変だったら、やっぱり

この制度はいきないですよね。 

 

そういう点で中間支援型ＮＰＯとか中間支援団体が頑張っているまちでは、こういう

補助金の申請のお手伝いもその団体がやってくれるんです。相談来てくださいと。一緒

になって書きましょうと。何か議論が何か止まってしまってますけど、イメージとして

は交通整理できました。何かカタカナで言うたら地域のやつはコミュニティ団体、こち

らで言うと公募型補助金のやつはアソシエーション型ですね。そう思ってください。 

公募型補助金については、審査基準とか、条件の整備とかいうのは、先発事例いくつ

もありますね。 

阪急電車沿いの線路を見てたら大概出てきますわ。それを集めて川西バージョンつく

ったらいいと思います。さほど難しくはないと思います。委員、あそこの市もありまし

たっけ。 

 

あそこの市は確か割とＮＰＯで支援いただいてますね。 

 

今の市長が出身やからね。 

 

はい。 

 

ほかに、ご質問とかご意見ございませんでしょうか。 
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会長 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

やっぱりやるからには活発に利用されなければいけないんで、そのための形をとるよ

うなことが大事だと思います。ならばあまり要綱で縛らずに、対象事業についても緩や

かに、例えばさっきの商店街活性化、そういうのも拡大解釈でもいいから、その第三者

機関に委ねる。だからそのちょっと強力な第三者機関も設けるということが寛容かと思

いますね。 

 

はい。ここは兵庫県のパワーアップ事業を所管してるのは阪神県民局ですか。 

 

阪神県民局ですね。 

 

パワーアップ事業に応募する、こういう民間団体というのは、この川西から出てます。

たくさん出てますか。 

あのパワーアップ事業のいわゆる経費の考え方とか、対象経費はどうやとかいうのが

使えると思うんですよね。 

 

そうですね。 

 

兵庫県スタンダードやから、皆それに慣れてはるん違うんですか。補助対象経費の例

というのは、こういうパワーアップ事業のやつのほうが詳しいかもしれない。 

今、委員からありましたように、第三者機関が大事だという話とか、審査する機関で

すね、ほかこういう公募型補助金に関して、こんなふうな使い方したら生きるん違うか、

こんな使い方したらだめなん違うかとかいう、そういうご意見ございますか。 

 

その補助対象経費のところなんですが、３ページの表の３で補助対象外となる経費の

例とありますが、かなりこの助成を得たい団体からすると、まさにこの①だとか、②だ

とか、③ですとか、この当たりの補助が１番必要なんじゃないかなと思うんですが、こ

こをやっぱりこう旧態依然と言うとちょっときつい言葉かもしれませんけれども、あえ

て現状はやっぱりここは外されてる点と、例えば商工行政の場合でしたら、空き店舗の

チャレンジショップ制度などでは、当然、家賃補助というのはもうありますので、やっ

ぱり自治体行政として商工的な行政の中では、家賃などへの補助はしているのに、こう

いったタイプの一般的な補助金ではしていないという、その辺のギャップというか、二

重性に対してはいかがでしょうか。この辺やっぱり求めてはるん違うかなというのが１

番感じるところなんですけども。 

 

あえて言えば、費目が団体事務所等の維持管理経費である場合の家賃がだめだとい

う、理屈違いますかね。そうじゃない家賃、空き店舗活性化、団体事務所の維持管理じ

ゃないですね。そういうふうに捉えてもええのかな。 
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委員 

 

会長 

 

委員 

 

会長 

 

委員 

 

会長 

 

委員 

 

会長 

 

委員 

 

会長 

 

委員 

 

ああ、そうかもしれないですね。 

 

だから、これは私の経験に過ぎませんけど、家賃、光熱費とか人件費でも、その当該

補助を申請した事業に伴うものは認めてるということがあります。つまり団体が仕事し

ようとしよまいと当然使う家賃とか、当然ずっと配置につけてる事務員さんとか、それ

のところに食い込むような使い方しなやと。だからそれ以上に大きい事業するのにやっ

たら使ってもいいよみたいなね、そういうやり方があったと思います。だから事務に伴

う人件費、事業に伴う家賃というのは、認めるというケースはあったと思うんです。 

 

一つ考えたんですけど、その公募して提案がありますね、それは提案そのものを丸々

呑むか呑まないかのじゃなく、さらに例えば第三者機関が、これはこういうところです

れば呑めるんだとかいうやり取りをできるようになれば、さらに良いものになっていく

かと、これも第三者機関の力量なんですけどね。そういうのはありますかね。 

 

いや、第三者機関は判定機関、審査機関なので、対話する時間があまりないですね。

例えば２０件を申請されて１日でやると言ったら朝から晩までぶっ通しです。 

 

そんなあるんですか。それは大変ですね。 

 

１０件でも丁寧にやったら午前、午後２回になります。 

 

それは書類のみですか。 

 

いやいや。プレゼンテーション。 

 

プレゼンですね。 

 

ヒヤリングと質問、質疑応答。 

 

それ全部。書類審査。 

 

書類審査はもう終わっています。 

 

そこで落とすとかではなくて。 

 

書類審査は事実上、事務局でしてもらってるんですよ。 

 

じゃあ、ある程度絞り込めますか、そこで。 
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会長 

だから明らかにこれ駄目というのは、もう書類の段階でもうご辞退いただいていると

か、だからもうこれ合格したものだけが来て、その書類はぼんと机の上にあるんですけ

ど、我々はもう全部事前に目通してプレゼンに入るんです。だからもう審査会の仕事っ

てすごい過労になります。 

 

かなり負担ですね。 

 

もう終わったら、もうぐたっときますわ。 

じゃあ、よろしいでしょうか。ということは大筋この公募型補助金の何ていうのかな、

設定いうか、これについては皆さんご了解いただいてるのではないかと思います。 

それでは、この議論以外にほかに何かご質問なりご意見ございましたら賜りたいと思

いますが、いかがでしょう。よろしいでしょうか。 

それでは、以上で本日の議事については、このぐらいでよろしゅうございますか。 

最初にお話申しあげましたように、次回は答申をお出しするということになりますの

で、誠に申し訳ありませんが、事務局さんにおかれまして、これまでの審議会での議論

をもとに答申のたたき台、それを作成していただいて、委員の皆様方にご配布いただく

と、皆様のご意見を次回の会議までに事務局さんで集約していただく。そしてその集約

したものを答申、本体ということにしたいと思います。次回の審議会では、その内容を

皆さんで再度確認していただいた上で、市長に答申するということになりますので、よ

ろしくお願いいたします。ですから、その場ではよほど修正があっても、微修正程度に

とどまるような練り上げをしとかんといかんので、各委員から何か修正意見とか、ある

いはここはこうしたらという意見があったら全部そこへ集中しますんで、そこは事務局

さんと私とで調整するということにいたしましょう。 

それでは次の２の、その他に移りたいと思いますが、事務局さんのほうで何かござい

ますか。 

 

【次回の補助金等審議会の日程調整】 

【次回開催日時を３月２６日（火）１８時からとした】 

 

それでは、次回は３月26日の晩、１８時ということを目途で、また後日ご連絡を正式

にいただけると思います。 

それでは、どうもありがとうございました。 

本日の会議はこれで終了させていただきます。 


